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函 館 市 民 憲 章 
 

わたくしたちは，北海道の文化発祥の地，函館に住む市民です 

山と海にかこまれた美しい自然を誇り，すぐれた市民性をはぐくんできた函館を，いっそう住みよ

い都市に発展させるため，わたくしたち市民とまちの理想像をかかげ，ここに市民憲章を定めます。 

 

１  真心あふれる函館市民，あたたかいまち 

１  健康で働く函館市民，にぎわうまち 

１  文化を誇る函館市民，はぐくむまち 

１  自然を生かす函館市民，きれいなまち 

１ 郷土を愛する函館市民，のびゆくまち 

（昭和５２年５月３日制定） 

 

スポーツ健康都市宣言 
 

わたくしたち函館市民は，スポーツと健康づくりを通じて，からだと心を鍛え，活力あふれるまち

づくりをめざし，ここに「スポーツ健康都市」を宣言します。 

 

１ スポーツと健康づくりに励み，たくましいからだと豊かな心を育てます。 

１  スポーツと健康づくりに親しみ，明るくすこやかな生活を営みます。 

１  スポーツと健康づくりを通じて，友情とふれあいの輪を世界に広げます。 

（平成４年１０月１０日制定） 

 

いきいき長寿都市宣言 
 

憲法にうたわれている基本的人権が尊重され，いつまでも生きがいを持ち，健やかに暮らせる社会

を築くことは，わたくしたち函館市民みんなの願いです。 

美しい自然に恵まれ，何よりも福祉を大切にするこのまちに，共に力を合わせて，心から長寿を喜

び合えるまち函館を実現することをめざし，ここに「いきいき長寿都市」を宣言します。 

 

１  長い間社会の発展に尽くしてきた高齢者が，敬愛され，尊重されるまちをめざします。 

１  豊かな知識と経験をもった高齢者が，社会の一員として自らいきいきと活動できるまちをめ

ざします。 

１  家庭の安らぎと地域の温かさに包まれて暮らせるやさしいまちをめざします。 

１  生活をより豊かにする保健，医療，福祉などが充実され，いつまでも健康で安心して暮らせ

るまちをめざします。 

１  だれもがひとしく憩い，集い合う安全で快適に暮らせるまちをめざします。 

（平成６年１２月１０日制定） 
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本書を利用される皆様へ 

 

 

１  本書は，令和５年（年度）の数値を記載したものである。 

なお，資料中の年表示は，暦年については１月１日～１２月３１日， 

年度は４月１日～翌年３月３１日を示すものである。 

 

 

２ 数値の単位未満，平均値および指数等の算出方法は，四捨五入を原則としたため， 

     合計数値とその内訳の累計値とは一致しない場合がある。 

 

 

      ３  統計表中で使用した一般的な記号の用途は次のとおりである。 

           「０」…………単位未満のもの 

           「－」…………皆無，または該当数字のないもの 

           「…」…………資料がないか不明のもの 

           「・」…………計数のありえないもの 
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１ 函館市の概況 
 

■位 置 
 函館市は，北海道の渡島半島南東部に位置し，面積677.87km２ ，東・南・北の三方を太平洋・

津軽海峡に囲まれ，気候は，積雪量も比較的少なく，温暖で恵まれた自然環境を有する生活しや

すい地域である。 

 特に，函館市民の憩いの場ともなっている函館山は，この地帯を北限とする杉をはじめ，動植

物の宝庫であるため学術的にも貴重であり，四季を通じて豊かな自然を観察することができる。 

 

■市 勢 
当市は，日米修好通商条約により，安政６年（１８５９年）に横浜・長崎とともに日本最初の

国際貿易港として海外に門戸を開き，いち早く西欧文化を取り入れるなど，長い歴史と文化を有

する異国情緒豊かな街である。 

平成１６年１２月１日には戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町との合併により，人口約３０

万人の新「函館市」が誕生，さらには，平成１７年１０月１日に中核市に移行し，豊かな海を擁

する国内屈指の水産都市として，「函館国際水産・海洋都市構想」を推進するなど，中核市のス

ケールメリットを活かした，２１世紀を展望したまちづくりに取り組んでいる。  

当地域では，平成２８年３月に北海道新幹線が開業し，総合交通体系の充実が進むとともに，

観光資源・施設やコンベンション機能を生かした，国際観光都市として世界に通用する，通年・

滞在型観光を目指したまちづくりを進めているところである。 

保健衛生においては，函館市総合保健センターを中核施設として，全てのライフステージを通

じた健康づくりと総合的な保健サービスを提供し，市民のだれもが健康的に暮らせるまちづくり

を推進しているところである。そのなかにあって市立函館保健所は，函館市における地域保健の

専門的組織として，感染症・難病対策などの専門的保健サービスのほか，食品衛生，環境衛生，

医務・薬事等に関する監視指導や各種の試験・検査業務を実施している。 

 

■位置と面積 
 

   

位　置 ： 東経１４０度４４分

 北緯４１度４６分

面　積 ： ６７７．８７km２

広ぼう ： 東西４１．１㎞

南北３２．８㎞
 

   注：位置の基点は函館市役所の所在地。 

     面積は，令和６年(2024年)７月１日現在 
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■人口および世帯数の推移 

 
※現在の函館市域に組み換え後の数値。 

 

■年齢階級別人口 

 

（令和６年９月３０日住民基本台帳） 

 

■人口動態 

 

 

 

総 数 男 女
昭和４０年 78,923 314,135 150,372 163,763 国勢調査(第10回)

４５年 90,170 322,497 153,738 168,759 　  〃 　 (第11回)
５０年 103,040 334,416 158,937 175,479 　  〃 　 (第12回)
５５年 113,911 345,165 163,875 181,290 　  〃 　 (第13回)
６０年 116,977 342,540 160,865 181,675 　  〃 　 (第14回)

平成　２年 120,151 328,493 152,198 176,295 　  〃 　 (第15回)
７年 125,189 318,308 146,683 171,625 　  〃 　 (第16回)

１２年 127,593 305,311 140,151 165,160 　  〃 　 (第17回)
１７年 128,411 294,264 134,868 159,396 　  〃 　 (第18回)
２２年 126,180 279,127 127,046 152,081 　  〃 　 (第19回)
２７年 123,950 265,979 120,376 145,603 　  〃 　 (第20回)

令和　２年 121,793 251,084 113,965 137,119 　  〃 　 (第21回)
　　　６年 138,650 237,285 108,063 129,222 住民基本台帳記載人口(9月30日)

年 次 世 帯 数 人 口 備 考

総数 男 女 総数 男 女
令和元年 1,305 670 635 5.1 4,027 1,919 2,108 15.8 △ 2,722 46 1,098 495

２年 1,231 630 601 4.9 3,827 1,881 1,946 15.2 △ 2,596 44 929 431
３年 1,174 591 583 4.7 4,050 2,004 2,046 16.3 △ 2,876 38 907 408
４年 1,080 542 538 4.4 4,335 2,066 2,269 17.8 △ 3,255 36 823 378
５年 947 467 480 4.0 4,466 2,123 2,343 18.6 △ 3,519 25 734 376

死産 婚姻 離婚年 次 出 生 出生率 死 亡 死亡率 自然増減
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２ 函館の保健衛生史 
 

西暦 年 号 記 事 

1454 

 

1793 

 

1824 

1854 

1855 

1858 

 

1859 

 

 

1860 

1861 

1867 

 

1869 

 

 

1872 

 

1873 

1875 

 

1877 

1878 

1879 

1881 

1882 

 

1885 

 

 

1886 

 

1889 

1891 

1895 

1899 

 

1900 

1902 

 

1905 

 

 

1907 

享徳 3年 

 

寛政 5年 

文政年間 

文政 7年 

安政元年 

2年 

5年 

 

6年 

 

 

万延元年 

文久元年 

慶応 3年 

 

明治 2年 

 

 

5年 

 

6年 

8年 

 

10年 

11年 

12年 

14年 

15年 

 

18年 

 

 

19年 

 

22年 

24年 

28年 

32年 

 

33年 

35年 

 

38年 

 

 

40年 

河野政通，渡道してウスケシ（宇須岸）に館を築く。この館の形が箱に似

ていたため，この地を“箱館”と呼んだという。 

６月，ロシア使節ラックスマン，エカテリナ号で箱館に入港。 

中川五郎治，露国より種痘の法の伝授をうけ帰国。 

天然痘流行。 

日米和親条約締結。箱館，下田開港と決まる。ペリー艦隊箱館入港。 

日米和親条約による補給港として開港。７月，津波。 

米国人外科医Ｇ.Ｍ.ヘーツ来住。ついで露国医師も来て箱館の医術進歩す

る。 

日米修好通商条約により６月２日（太陽暦７月１日）長崎，横浜ととも

に，わが国最初の貿易港として開港。 

娼妓のため梅毒療法を実施。 

山ノ上町に箱館医学所を着工，翌年，竣工（現在の市立函館病院の前身）｡ 

５月，犬疫流行。 

５月，医学に長じた栗本匏庵，箱館奉行となり，６月フランスに派遣され

る。 

蝦夷を北海道と改称。開拓使出張所を函館に置き「箱館」を「函館」に改

めたという。 

１０月，函館病院で強制種痘をはじめる。 

４月，開拓使外科医長スチュワルド・エルドリッジが函館病院に着任。 

８月，函館病院内に医学校を設け，官私費生を募集。 

７月，遊廓の梅毒検査実施。 

２月，函館地方に天然痘が発生したが，防疫に努めたことにより大流行に

は至らなかった。 

コレラ流行，１１月終息。患者８１名中６９名死亡。 

１２月，函館病院が芝居町（現船見町）の火事により類焼。 

８月，コレラ流行，１０月終息。患者１０２名中８４名死亡。 

７月，公立函館病院竣工。 

６月，コレラ流行，１０月終息。患者２０３名中１４５名死亡。 

７月，検疫事務所を函館病院内に置く。 

１２月末現在，県立函館病院・公立豊川病院・私立梅毒病院・私立潮止病

院の４病院医員１９名，外に開業医６１名，外国人医師１名，助産婦２８

名。脚気患者８８９名，死亡９８名。 

７月，コレラ流行，１１月終息。患者１，０２２名中８４６名死亡。 

７月，天然痘流行，患者数１００名中死者３分の１，翌年６月終息。 

９月２０日，上水道工事竣工。 

天然痘再度流行し，２６年に終息するまでに患者多数を出す。 

赤痢流行，患者５３名。 

９月，コレラ流行，患者５５名。衛生組合を設ける。 

１０月，区制実施（自治制）。 

５月，函館病院焼失。 

３月，区立伝染病院東川町（現新川町）に落成。 

９月，コレラ流行。 

９月，赤痢流行｡３９年最も激烈となり２００名の患者を出したが，４１年

に至り減少，４２年には２名にしかすぎなかった。 

１１月，函館病院新築。 

８月，東川町より出火，焼失戸数１２，３９０戸。函館病院も類焼。 
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西暦 年 号 記 事 

1908 

 

1909 

1911 

1918 

1922 

1934 

 

1939 

1946 

 

1949 

1950 

1954 

 

1957 

1960 

 

1965 

 

 

1966 

1968 

 

 

1970 

1973 

1977 

1989 

 

1992 

 

 

1993 

1994 

 

 

1995 

 

 

1997 

 

2000 

 

41年 

 

42年 

44年 

大正 7年 

11年 

昭和 9年 

 

14年 

21年 

 

24年 

25年 

29年 

 

32年 

35年 

 

40年 

 

 

41年 

43年 

 

 

45年 

48年 

52年 

平成元年 

 

4年 

 

 

5年 

6年 

 

 

7年 

 

 

9年 

 

12年 

 

１月，馬匹胸疫発生，６月流行終息。 

４月，精神病室，函館病院から独立して区立函館精神病舎となる。 

６月，函館病院再築完成，開業。 

１２月，レントゲン装置完成。 

スペインかぜ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）流行。 

８月，市制施行。人口１４８，８５５人。 

３月，函館大火（住吉町より出火）。２４，１８６戸焼失。 

死者２，０５４人，行方不明者６６２人。 

湯川町を編入。 

銭亀沢村の一部を函館に編入。 

発疹チフス・天然痘流行。 

亀田村字港地区を函館に編入。 

発疹チフス流行。 

９月，台風１５号来襲，青函連絡船洞爺丸沈没による死者をはじめ，多大

の被害を受けた。 

アジアかぜ（Ａ／Ｈ２Ｎ２）流行。 

５月，チリ地震津波来襲，最高水位２．１３メートルにおよび臨港倉庫，

工場，住宅が浸水被害を受けた。 

９月，水害発生。降雨量２２４．２㎜（２日～７日），流失１棟，半壊１

棟，床上浸水９７６戸，床下浸水４，８０６戸，死者１名，負傷者５名，

その他被害は，湯川町・谷地頭町をはじめ全市に及んだ。 

１２月，銭亀沢村と合併。 

香港かぜ（Ａ／Ｈ３Ｎ２）流行。 

５月１６日，十勝沖地震発生，震度５。学校をはじめ市内一円に多大の被

害が発生し，津波により朝市（若松町）が浸水被害を受けた。 

１１月，第２２回北海道公衆衛生学会を，函館市民会館において開催。 

１２月，亀田市と合併。 

５月，「函館市民憲章」を制定。 

５月，老人保健施設が医療法人により市内で初めて開設。 

１１月，市立函館病院分院ディ・ケア棟完成。 

１０月，「スポーツ健康都市宣言」を制定。 

１０月，訪問看護ステーションが社団法人北海道総合在宅ケア事業団によ

り市内で初めて開設。 

１１月，第４５回北海道公衆衛生学会を，函館市民会館において開催。 

２月，「函館市高齢者等保健・医療・福祉計画《いきいき長寿プラン２

１》」を福祉部等と策定。 

１２月，「いきいき長寿都市宣言」を制定。 

８月，大雨による水害発生。降雨量１６２．０㎜（２７日～２８日），床

上浸水６９世帯，床下浸水３５１世帯，死者１名，傾斜地の崩壊２７件，

その他被害は新湊町，谷地頭町をはじめ全市に及んだ。 

２月，「障害者に関する新函館市行動計画」を福祉部等と策定。 

８月，第４６回北海道公衆衛生大会を，函館市民会館において開催。 

２月，「第２次函館市高齢者等保健・医療・福祉計画，函館市介護保険事

業計画」を福祉部等と策定。 

４月，介護保険制度開始。 

１０月，市立函館病院を移転新築。 

１０月，第４４回精神保健北海道大会を，函館市芸術ホールにおいて開催｡ 

１１月，特例市に移行。 
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西暦 年 号 記 事 

2003 

 

 

 

 

2004 

2005 

 

2006 

 

 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

15年 

 

 

 

 

16年 

17年 

 

18年 

 

 

 

 

19年 

 

 

20年 

 

 

 

21年 

 

 

 

22年 

 

 

23年 

 

 

 

 

 

 

 

 

24年 

 

 

 

 

26年 

 

 

27年 

２月，「第３次函館市高齢者等保健・医療・福祉計画，第２期函館市介護

保険事業計画」を福祉部等と策定。 

３月，「健康はこだて２１」および「第２次函館市母子保健計画」を策定｡ 

１１月，新潟県中越地震（１０月２３日発生）の被災地に保健師を派遣

（１１月２日～１２月１日，２人×４班，新潟県長岡市）。 

１２月１日，戸井町・恵山町・椴法華村・南茅部町と合併。 

２月，「函館市次世代育成支援行動計画」を福祉部等と策定。 

１０月１日，中核市に移行。 

２月，「函館市障がい者基本計画」を福祉部等と策定。 

３月，「第４次函館市高齢者等保健・医療・福祉計画，第３期函館市介護

保険事業計画」を福祉部等と策定。 

４月，障害者自立支援法施行。 

１１月，「函館市新型インフルエンザ行動計画」を策定。 

２月，「函館市障がい福祉計画」を福祉部等と策定。  

８月，新潟県中越沖地震（７月１６日発生）の被災地に保健師を派遣 

（８月１５日～９月１日，２人×３班，新潟県柏崎市）。 

４月，国の「麻しん排除計画」に基づき，平成２４年度までの５年間，中

学校１年生および高校３年生に相当する者への麻しん・風しん混合ワクチ

ン接種を定期予防接種として実施。 

９月，「健康はこだて２１（改訂版）」を策定。 

３月，「第２期函館市障がい福祉計画」を福祉部等と策定。 

３月，「第５次函館市高齢者保健福祉計画，第４期函館市介護保険事業計

画」を福祉部等と策定。 

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）流行。 

４月，「函館市普通浴場の確保を図るための指針」を策定。 

６月，「函館市温泉資源保護指針」を策定。 

８月，「函館市新型インフルエンザ対策行動計画（改訂版）」を策定。 

３月１１日，東北地方太平洋沖地震発生，震度４。津波により函館駅前地

区からベイエリア地区一帯が大きな被害を受けた（同地震による災害およ

びこれに伴う原子力発電所事故による災害を「東日本大震災」と呼称）。 

３月，東日本大震災被災地に保健師を派遣（３月１８日～４月２３日，２

人×７班，岩手県宮古市）。 

３月，「函館市障がい基本計画後期推進指針」を福祉部等と策定。 

３月，「はこだてげんきな子 食育プラン（函館市食育推進計画）」を策

定。 

１０月，第５５回精神保健北海道大会を，函館市芸術ホールにおいて開催｡ 

３月，「第６次函館市高齢者保健福祉計画，第５期函館市介護保険事業計

画」を福祉部等と策定。 

３月，「第３期函館市障がい福祉計画」を福祉部等と策定。 

４月，組織再編により，保健所と福祉部を統合し，新設の保健福祉部内に

保健所を位置付ける。 

４月，「函館市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定。 

１０月，予防接種法施行令の一部改正により，水痘および高齢者の肺炎球

菌感染症を対象疾病として定期の予防接種を実施。 

１月，難病法施行。国の指定難病が５６疾病から１１０疾病に拡大。 

３月，「第４期函館市障がい福祉計画」を障がい保健福祉課と策定。 

３月，「第７次函館市高齢者保健福祉計画，第６期函館市介護保険事業計

画」を介護保険課等と策定。 
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西暦 年 号 記 事 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

2021 

 

 

 

2023 

 

2024 

 

 

 

27年 

28年 

29年 

30年 

 

 

 

31年 

 

令和元年 

2年 

3年 

 

 

 

5年 

 

6年 

 

 

 

７月，国の指定難病が３０６疾病に拡大。 

３月，「第２次函館市障がい者基本計画」を障がい保健福祉課と策定。 

４月，国の指定難病が３３０疾病に拡大。   

３月，「第５期函館市障がい福祉計画」を障がい保健福祉課と策定。 

３月, 「第８次函館市高齢者保健福祉計画, 第７期函館市介護保険事業計

画」を介護保険課等と策定。 

４月, 国の指定難病が３３１疾病に拡大。 

３月, 「函館市自殺対策行動計画～誰も自殺に追い込まれることのない函

館市の実現を目指して～」を策定。 

７月，国の指定難病が３３３疾病に拡大。 

新型コロナウイルス感染症流行。 

３月，「第６期函館市障がい福祉計画」を障がい保健福祉課と策定。 

３月, 「第９次函館市高齢者保健福祉計画, 第８期函館市介護保険事業計

画」を介護保険課等と策定。 

１１月，国の指定難病が３３８疾病に拡大。 

５月，新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが五類感染症へ

移行（５月８日～）。 

３月，「函館市感染症予防計画」を策定。 

３月，「第７期函館市障がい福祉計画」を障がい保健福祉課と策定。 

３月, 「第１０次函館市高齢者保健福祉計画, 第９期函館市介護保険事業

計画」を介護保険課等と策定。 

４月，国の指定難病が３４１疾病に拡大。 

７月，「函館市衛生試験所健康危機対処計画（感染症編）」を策定。 

７月，「市立函館保健所健康危機対処計画（感染症編）」を策定。 

１０月，予防接種法施行令の一部改正により，新型コロナウイルス感染症

を対象疾病として定期の予防接種を実施。 
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３ 保健所の沿革 
昭和12年 4月15日 

 

19年10月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

21年 8月31日 

 

 

22年 5月 3日 

 

 

23年 6月10日 

 

9月 1日 

 

 

24年 9月 1日 

 

 

 

 

 

25年 4月 1日 

8月 4日 

 

11月11日 

 

26年 2月17日 

 

4月 1日 

4月14日 

 

 

 

5月26日 

27年 4月 1日 

 

 

 

 

11月 1日 

29年10月 1日 

32年 6月 8日 

 

北海道庁立函館健康相談所（千歳町２番地）を開設し，主として結核を中

心とする予防対策を行う。 

北海道庁所管の函館健康相談所および健康保険相談所ならびに逓信省所管

の簡易保険健康相談所を合併し，保健所法による北海道函館保健所（千歳

町２番地）として新発足。その担当区域は，函館市・大島村・小島村・松

前町・大沢村・吉岡村・福島町・知内村・木古内町・茂別村・上磯町・大

野村・七飯村・亀田村・銭亀沢村・戸井村・尻岸内村・椴法華村・臼尻

村・尾札部村・鹿部村 の１市４町１６村と定められ，この地区の公衆衛

生業務を行う。 

函館簡易保険健康相談所（新川町９９番地）を，第２保健所と改称する。 

規則改正により，北海道庁函館治療院（大森町３７番地）は廃止され，保

健所における性病予防の一環として併合運営することとなり，第３保健所

と改称する。 

新憲法および地方自治法の施行により，従前，警察署で所管していた旅

館，浴場，飲食営業等の許可関係事務および保健衛生に関する業務が，保

健所に移管される。 

保健所法施行令の公布により，道立函館保健所を函館市に移管し，市立函

館保健所（Ｃ級）として設置される。 

函館市予算による名実共に市立函館保健所として発足。所長・次長・医

局，医務係・薬務係・予防係・防疫係・公衆衛生係の５係で業務運営を行

う。 

函館市行政機構改正により，衛生部を解体し，ここに属していた防疫係お

よび母子衛生係を合併して，４課１５係・定員６０名とし，次長制を廃止

する。総務課（庶務係・医務係・薬務係），診療課（第１診療係〈結

核〉・第２診療係〈母子〉・第３診療係〈性病〉・試験検査係・保健看護

係・エックス線係），衛生課（食品衛生係・乳肉衛生係・環境衛生係），

予防課（防疫係・予防係・性病係）。 

Ａ級保健所に指定される。 

発疹チフス流行時の防疫活動に対し，ＧＨＱ北海道本部長ジョン・エス・

シワツァー氏より表彰を受ける。 

性病予防法の改正により第３保健所は廃止され，北海道立函館治療院とな

る｡ 

旧市民館（西川町１番地：現豊川町１番）を改造し，移転する。 

第２保健所を廃止。 

性病診療所を併設。 

保健所事務分掌規則の一部を改正し，４課１３係・定員７９名とする。総

務課（庶務係・医務係・薬務係），衛生課（環境衛生係・食品獣疫係），

予防課（結核係・防疫係・母子衛生係・性病係・歯科衛生係），保健指導

課（衛生教育係・保健看護係・試験検査係）。 

市立函館保健所昇格ならびに移庁式挙行。 

保健所事務分掌規則の一部を改正し，総務課医務係と薬務係を合併し，医

薬係とし，４課１２係とする。 

函館市行政機構改正により衛生課所管の市立消毒所と市立と場を保健所に

併合し，衛生課は清掃課と改称され，汚物処理業務のみを行うこととな

り，全般の保健衛生に関する業務は，保健所所管となる。 

函館市優生保護相談所を併設。 

と場を経済部農林課に移管。 

函館市精神衛生相談所を併設。 
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33年 9月15日 

 

 

34年 3月31日 

7月 1日 

 

 

 

36年 1月 1日 

37年 4月 1日 

 

 

 

 

 

38年 8月 9日 

 

 

40年 5月 1日 

6月30日 

41年12月17日 

42年 8月17日 

 

 

 

45年12月 1日 

 

46年 3月 1日 

48年 4月17日 

 

5月 1日 

10月 1日 

11月 1日 

11月12日 

12月 1日 

49年 7月24日 

 

50年 8月 1日 

10月 1日 

 

 

51年 6月 1日 

6月 7日 

 

52年 3月31日 

8月27日 

10月31日 

ふきん清掃運動および環境衛生地図を通じて，保健衛生を著しく向上させ

た功績により，第１０回保健文化賞を受賞。 

保健所創立１０周年および保健文化賞受賞記念式典を挙行。 

併設の性病診療所を廃止。 

保健所事務分掌規則の改正により，４課１１係・定員９２名となる。庶務

課（庶務係・医薬係・衛生教育係），衛生課（環境衛生係・食品獣疫），

予防課（結核係・防疫係・予防係・保健看護係），衛生試験課（細菌検査

係・理化学試験係）。 

Ｕ２型保健所となる。 

函館市行政機構改正により，衛生部を新設し，保健所はその管轄下に入

り，３課９係定員１０１名となり，予防係に試験検査室を設ける。業務課

（業務係・衛生教育係・医薬係），衛生課（環境衛生係・食品獣疫係），

予防課（予防係・防疫係・結核係・保健看護係）。 

衛生試験課は函館市衛生試験所（細菌検査係・理化学試験係）として独立

する。衛生部に庶務課（庶務係）を新設。 

函館市行政機構改正により，保健所は３課１０係となる。衛生課食品獣疫

係を食品衛生係と獣疫係に分ける。 

衛生試験所に，臨床検査係を新設。 

衛生課環境衛生係内に専任の公害担当の職員を配置。 

精神衛生法の改正により，併設の函館市精神衛生相談所を廃止。 

函館市野犬抑留所開設。 

函館市行政機構改正により，保健所は３課１０係となる。業務課（医務薬

事係・衛生教育係），衛生課（生活環境係・営業衛生係・食品衛生係・畜

犬と畜係），予防課（結核係・防疫係・予防係・保健看護係）。 

衛生部庶務課に管理係を新設。 

函館市行政機構改正により，衛生試験所理化学試験係を食品試験係と環境

試験係に分ける。 

食生活改善普及推進員制度を創設。 

函館市行政機構改正により，企画部に属していた公害対策課（調整係・対

策係・調査係）を衛生部に移管。 

函館市亀田母子健康センター開設。 

新庁舎（五稜郭町１６番１号）が完成し業務を開始する。 

新庁舎落成式典挙行。 

分庁舎（末広町）内に西部健康相談室を開設。 

Ｕ１型保健所となる。 

函館市行政機構改正により，「と畜検査室」を新設，保健所は３課１室１

０係となる。 

函館市行政機構改正により，公害対策課を新設の環境部に移管。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，衛生課の「生活環境係」を「環境

衛生係」に，予防課の「結核係」「防疫係」「予防係」を「結核成人病

係」「予防係」「保健係」に改める。 

保健所庁舎内に，公設民営による夜間急病センターを開設。 

分庁舎内にあった西部健康相談室を豊川ビル１階（豊川町１番５号）に移

転し，業務を開始する。 

函館市消毒所を廃止。 

第１回市民健康教室を開催。 

函館市行政機構改正により，衛生部を廃止する。これにより衛生部庶務課

および保健所業務課を統合，保健所管理課として庶務係，医務薬事係，衛

生教育係の３係とする。 
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52年10月31日 

 

53年 4月 1日 

55年10月 1日 

 

56年 6月 1日 

58年 4月 1日 

 

61年 4月 1日 

 

 

63年 4月 1日 

 

 

10月31日 

平成元年 4月 1日 

9月26日 

4年12月 1日 

5年 4月 1日 

 

 

 

 

 5月 1日 

8月12日 

6年 9月 1日 

7年 3月 1日 

4月 1日 

 

 

9月 6日 

         9月22日 

8年 4月 1日 

 

 

 

 

 

9年 4月 1日 

6月 1日 

6月16日 

10年 3月23日 

10月 1日 

11年 4月 1日 

 

7月22日 

13年10月18日 

11月22日 

14年 3月31日 

 

保健所事務分掌の一部改正により，「と畜検査室」を「食肉検査所」に改

める。 

市民部国民保健課に属していた保健婦を保健所予防課の所属とする。 

保健所庁舎内にあった夜間急病センターを，白鳥町１３番３２号に移設

し，診療を開始する。 

健康づくりモデル地域育成事業を開始。 

老人保健法に基づく基本健康診査を保健所内および巡回により開始。 

胃がん検診を医療機関委託により開始。 

函館市行政機構改正により，函館市亀田母子健康センターおよび西部健康

相談室を廃止。保健所事務分掌規則の一部改正により，衛生課の「畜犬

係」を「動物衛生係」に改める。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，管理課の「衛生教育係」を廃止

し，その事務を管理課「医務薬事係」と予防課に分掌させる。また，予防

課の「保健看護係」を廃止し，主査制に改める。 

函館市野犬抑留所改築なる。 

乳がん検診，子宮がん検診を医療機関委託により開始。 

第１回保健所まつり（市民部所管）開催。 

ＨＩＶ抗体検査を開始。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，管理課に「衛生行政係」を新設

し，衛生課の「営業衛生係」を廃止し，その事務を「環境衛生係」と「食

品衛生係」に分掌させる。 

また，「予防課」を「保健予防課」に改め，４係５主査制とし，「健康増

進係」「予防係」「成人保健係」「保健福祉係」の各係とする。 

運動普及推進員制度を創設。 

保健所庁舎内にエレベーターを新設し，供用開始する。 

肺がん検診を医療機関委託により開始。 

市民健康づくり推進員制度を発足。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，保健予防課に主幹を設ける。 

保健・福祉の連携による「高齢者保健・福祉総合相談窓口」を保健所と中

央福祉事務所に開設。 

女性健康診査（骨量測定検査を含む）を開始。 

骨粗しょう症検診を開始。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，保健予防課の主幹を廃止し，保健

予防課を「保健予防課」と「健康増進課」に分割する。これにともない旧

保健予防課の「予防係」と「保健福祉係」を廃止し，保健予防課に「感染

症対策係」，「母子保健係」，「精神保健係」を新設する。また，健康増

進課に旧保健予防課の「健康増進係」，「成人保健係」を分掌する。 

「高齢者保健・福祉総合相談窓口」を亀田福祉事務所に開設。 

市民健康まつり，市民部より移管。 

大腸がん検診を医療機関委託により開始。 

老人性痴呆予防健康診査「はつらつ健診」を開始。 

母子の健康や育児環境の向上を目指し，「函館市母子保健計画」を策定。 

第１０回市民健康まつり（実行委員会主催）開催。 

衛生試験所設置条例施行規則の一部改正により，係を廃止し，主査制を置

く｡ 

「函館市空き地の雑草等の除去に関する条例」を制定。 

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）スクリーニング全頭検査を開始する。 

高齢者インフルエンザ予防接種事業（定期接種）を開始する。 

健康診断を廃止。 

 



-10- 

 

 

14年 4月 1日 

 

 

15年 3月 1日 

4月 1日 

 

    

 

16年 4月 1日 

 

 

17年 4月 1日 

 

11月27日 

 

18年11月29日 

19年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

6月 1日 

 

 

 

10月 1日 

 

20年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 1日 

 9月29日 

12月 1日 

 

 

 

保健所事務分掌規則の一部改正により，「衛生課」を「生活衛生課」に改

める。また，保健予防課に「痴呆対策係」「難病対策係」を新設し，保健

予防課 の「母子保健係」を健康増進課へ移管する。 

「健康はこだて２１」および「第２次函館市母子保健計画」を策定。 

「保健所」「衛生試験所」「健康増進センター」および「口腔保健センタ

ー」の４つの機能を有する「函館市総合保健センター」（五稜郭町２３番１

号）が完成し業務を開始する。 

新庁舎落成式典挙行。 

「函館市畜犬取締および野犬掃とう条例」の一部改正により，条例名を「函

館市犬による危害の防止等に関する条例」に改め，これに伴い「函館市野犬

抑留所」から「函館市犬抑留所」へ名称を変更する。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，保健予防課の「痴呆対策係」を「認

知症対策係」に改める。 

保健所来庁者駐車場に自動管理システムを導入し，供用開始する。 

（供用時間 ７時から２１時３０分まで） 

「函館市新型インフルエンザ対策行動計画」を策定。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，戸井支所，恵山支所，椴法華支所，

南茅部支所の保健衛生業務を掌る「東部保健事務所」（所長：椴法華支所市

民福祉課長兼務）が新設される。 

また，生活衛生課，保健予防課，健康増進課において係を廃止し，主査制と

する。 

衛生試験所で３担当制を２担当制とし，環境試験を廃止する。保健所の「高

齢者保健・福祉総合相談窓口」を廃止する。 

議会対応等の行政事務を所管させるため保健所参事１級を新設し，保健所長

は医学的・疫学的な医師の専門分野に関する事項を所管する体制とする。 

衛生試験所にノロウイルス検査機器（リアルタイムＰＣＲシステム）を導入 

し，ノロウイルスの検査体制を整備する。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，健康づくり推進室を新設し，健康増

進課を健康づくり推進室に所属する課とする。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，保健所次長の廃止および医務長が新

設される。 

また，管理課の名称を保健企画課と改め係を廃止し，主査制とする。医務薬

事課を新設し，主査制とする。 

老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され，保健所で実

施していた基本健康診査は廃止となり, 新たに各医療保険者による特定健康

診査と特定保健指導が開始される。 

なお，函館市では市民部国保年金課所管による国民健康保険加入者への特定

健康診査と，健康づくり推進室健康増進課所管による特定保健指導が６月か

ら開始される。 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する，こんにちは赤ちゃん

事業を開始する。 

函館市医療安全支援センターを保健所内に設置し，事務局を医務薬事課に置

く。（医療相談窓口） 

健康体操「函館いか踊り体操」を創作。 

「健康はこだて２１（改訂版）」を策定。 

白鳥町１３番３２号にあった夜間急病センターを，函館市総合保健センター

２階に移設，社団法人函館市医師会を管理者として指定管理者制度を導入す

る。 

 



-11- 

 

 

20年12月 1日 

 

21年 4月 1日 

4月28日 

 

9月 1日 

22年 4月 1日 

 

6月 8日 

 

8月12日 

23年 1月 1日 

  

3月29日 

4月 1日 

 

6月 3日 

6月21日 

 

 

 

8月21日 

 

9月 1日 

 

24年 3月22日 

 

 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月11日 

 

      12月 7日 

25年 2月 1日 

       4月13日 

       7月 1日 

 

26年 4月 1日 

       4月28日 

 

保健所来庁者駐車場の供用時間を変更する。 

（供用時間 ７時から翌日２時まで） 

東部保健事務所長を専任化する。 

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の流行に対応するため，函館市新型イ

ンフルエンザ対策本部を設置（要綱設置）し，各種対策を実施する。 

女性特有のがん検診推進事業を開始する。 

地域に親しまれてきた銭湯を確保することを目的に，市が支援を行う普通浴

場の基準を定めた「函館市普通浴場の確保を図るための指針」を策定。 

温泉資源の適正利用と温泉資源保護を目的とした「函館市温泉資源保護指

針」を策定。 

「函館市新型インフルエンザ対策行動計画（改訂版）」を策定。 

子宮頸がん予防ワクチン，ヒブワクチン，小児用肺炎球菌ワクチンの任意予

防接種事業を開始する。（※平成２５年４月，定期接種化） 

「はこだてげんきな子 食育プラン（函館市食育推進計画）」を策定。 

保健所事務分掌規則の一部改正により，母子保健課を新設し，健康づくり推

進室に所属する課とする。 

自殺予防対策として，夜間の電話相談「函館いのちのホットライン」を開設｡ 

平成２４年７月２４日の地上デジタル放送への完全移行に伴い，総合保健セ

ンター周辺世帯のテレビ難視聴が解消されることから，函館市総合保健セン

ターから各難視聴世帯に敷設していた，電波障害防除設備の撤去工事に着手

（８月２６日完了）。 

第２３回市民健康まつり（実行委員会主催）開催。市民健康まつりの開催は,

平成２３年度をもって終了となる。  

働く世代への大腸がん検診推進事業，肝炎ウイルス検診個別勧奨事業を開始

する。 

市立函館保健所運営協議会条例を廃止。同協議会の開催は，平成２３年度を

もって終了となる。 

福祉・保健行政等の組織再編により，保健所と福祉部を統合し「保健福祉

部」を，子どもに関する施策を一元的に所管する「子ども未来部」を新設す

る。保健所は地域保健法に規定する保健所業務を専門的に所管する組織とし

て，保健福祉部内に位置付ける。 

保健所内の組織機構については，保健所参事１級および健康づくり推進室を

廃止し保健所次長を新設，保健企画課と医務薬事課を統合して地域保健課を

新設し，保健予防課の精神保健・認知症担当と健康増進課は保健福祉部に，

医務長および母子保健課は子ども未来部に移管する。 

これらの組織再編により保健所は，地域保健課，生活衛生課，保健予防課，

東部保健事務所，食肉検査所，衛生試験所の３課３所体制となる。 

犬または猫の引取り手数料を新設し，犬抑留所の管理業務を民間委託する。 

衛生試験所に食品の残留農薬検査機器（液体クロマトグラフ質量分析装置）

を導入する。 

衛生試験所に放射性物質検査機器（ゲルマニウム半導体検出器）を導入する｡ 

食品の放射性物質に係る依頼検査を開始する。 

函館市新型インフルエンザ等対策本部条例を施行する。 

全頭検査を実施してきた牛海綿状脳症（ＢＳＥ）スクリーニング検査対象月

齢を「４８か月超」に引き上げる。 

風しん抗体検査を開始する。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）第８条に基づき，「函館市

新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定。 
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   26年 7月 1日 

 

      10月 1日 

27年 4月 1日 

   29年 4月 1日 

 

 

令和元年 7月 8日 

11月26日 

2年 2月 1日 

3月12日 

4月 8日 

 

 

3年 1月27日 

 

4月 1日 

 

5月29日 

 

4年 3月21日 

 

6年 3月22日 

3月31日 

 

4月 1日 

 

 

7月19日 

7月23日 

10月 1日 

11月25日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間急病センターの診療時間を３０分延長する。 

（診療時間 １９時３０分から翌日の０時３０分まで） 

高齢者肺炎球菌感染症予防接種事業（定期接種）を開始する。 

難病法に基づき「函館市難病対策地域協議会」を設置。  

健康牛の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）スクリーニング検査を廃止する。 

「硫黄泉を利用する温泉施設監視指導等要領」を策定し，硫化水素濃度を

測定する監視指導を開始する。 

成人の風しん抗体検査・予防接種事業を開始する。（令和６年度末まで） 

「函館市業務継続計画（新型インフルエンザ編）」を策定。 

「函館市犬抑留所」から「函館市犬猫管理所」へ名称を変更する。 

衛生試験所で新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査を開始する。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）に基づき，函館市新型コ

ロナウイルス感染症対策本部を設置。 

「函館市業務継続計画（新型コロナウイルス感染症編）」を策定。 

新型コロナウイルスワクチン接種事業（予防接種法第６条第１項に基づく臨

時の予防接種）を開始する。 

夜間急病センターの診療時間を３０分短縮する。 

（診療時間 １９時３０分から翌日の０時まで） 

函館市総合保健センターでの新型コロナウイルスワクチン集団接種を開始

する。 

まん延防止等重点措置終了に伴い，函館市新型コロナウイルス感染症対策

本部を廃止。 

「函館市感染症予防計画」を策定。 

新型コロナウイルスワクチン接種事業（予防接種法第６条第１項に基づく

臨時の予防接種）を終了する。 

夜間急病センターの診療科を内科と外科の２科体制とする。 

（小児科は市立函館病院に移管し，「夜間こども急患室」として診療を行

う。） 

「函館市衛生試験所健康危機対処計画（感染症編）」を策定。 

「市立函館保健所健康危機対処計画（感染症編）」を策定。 

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種事業（定期接種）を開始する。 

函館市動物愛護管理センター開設。 
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４ 組織機構 
 

(1) 機構 

（令和６年４月１日現在）

保 健 所 地域保健課 企 画 担 当

医 務 担 当 （医療安全支援センター）

理 化 学 担 当

東部保健事務所

食肉検査所

衛生試験所 微 生 物 担 当

生活衛生課 環 境 衛 生 担 当

食 品 衛 生 担 当

保健予防課 感染症・難病担当

薬 事 担 当
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(2) 職員数 

 

保　健
予防課

計

企
　
　
画

医
　
　
務

薬
　
　
事

計

環
境
衛
生

食
品
衛
生

感
染
症
・
難
病

73 1 1 12 6 3 3 20 11 9 17 5 9 8

所　長 1 1

次　長 1 1

課　長 5 1 1 1 1 1 1 1 ※１

主　査 15 3 1 1 1 5 3 2 3 1 1 2

一　般 38 6 2 2 2 10 4 6 11 3 3 5

会計年度任用職員 13 2 2 4 3 1 2 4 1

医　師 1 1

獣医師 14 3 2 1 8 3

薬剤師 3 2 1 1 1 1

保健師 12 1 1 7 4

看護師 1 1

臨床検査技師

その他（事務系） 34 1 9 6 1 2 13 6 7 9 1 1

その他（技術系） 8 3 3 5

  ②　監視員等職員数（令和６年１０月１日現在）
9 1 1 7 1 3 3

5 1 4 2 2

18 12 3 9 6

16 16 8 8

12 12 8 4

3 3 2 1

22 17 5

8 8

職

種

  ①　職位別・職種別職員数（令和６年１０月１日現在）

区 分

総

 
数

保

健

所

長

保

健

所

次

長

地域保健課 生活衛生課 東
部
保
健
事
務
所

食

肉

検

査

所

衛

生

試

験

所

職 員 総 数

職

位

狂犬病予防員
感染症法15条および
35条職員
と畜検査員

※会計年度任用職員（事務補助を除く）含む。

※は事務取扱および兼務職員数

医療監視員

薬事監視員

食品衛生監視員

環境衛生監視員

温泉監視員
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(3)  事務分掌 

 

保健所 

 

地域保健課 

(１) 施設の整備および管理に関すること。 

 (２) 衛生行政に係る企画および調整に関すること。 

 (３) 地域保健医療に関すること。 

 (４) 人口動態調査および国民生活基礎調査に関すること。 

 (５) がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票に関すること。 

 (６) 夜間急病センターに関すること。 

 (７) 医療法，医師法，歯科医師法，歯科衛生士法，歯科技工士法，診療放射線技師法，臨床

検査技師等に関する法律，保健師助産師看護師法，あん摩マツサージ指圧師，はり師，き

ゆう師等に関する法律，柔道整復師法，栄養士法および死体解剖保存法に関すること。 

(８) 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律，薬剤師法，毒物

及び劇物取締法，麻薬及び向精神薬取締法，大麻取締法，あへん法，覚醒剤取締法，安全

な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律，有害物質を含有する家庭用品の規制に関す

る法律および北海道急性中毒患者届出条例に関すること。 

(９) 医療施設等に係る調査，指導および諸報告に関すること。 

 (10) 医療相談窓口に関すること。 

 (11) 母体保護法に基づく受胎調節実地指導員に関すること。 

 

生活衛生課 

(１) そ族昆虫等に関すること。 

 (２) 建築物の衛生指導に関すること。 

(３) 上水道および飲料水の衛生に関すること。 

 (４) 温泉法に関すること。 

 (５) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律，公衆浴場法，理容師法，美容

師法およびクリーニング業法に関すること。 

 (６) 墓地，埋葬等に関する法律および北海道胞衣及び産わい物処理条例に関すること。 

 (７) 食品表示法に関すること（国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示の事

項および食品等の収去に係るものに限る。）ならびに食品衛生法，製菓衛生師法および調

理師法に関すること。 

 (８) 食品衛生優良店舗の表彰に関すること。 

 (９) 興行場法および旅館業法に関すること。 

 (10) 狂犬病予防法に関すること。 

 (11) 犬による危害の防止に関すること。 

 (12) 動物の愛護及び管理に関する法律に関すること。 

(13) 化製場等に関する法律に関すること。 
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保健予防課 

(１) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関すること。 

 (２) 定期の予防接種（成人男性の風しん，インフルエンザ，高齢者の肺炎球菌感染症および

新型コロナウイルス感染症に係るものを除く。）を除く予防接種法に関すること。 

 (３) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に関すること。 

 (４) 健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診に関すること。 

 (５) 感染症診査協議会に関すること。 

 (６) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく保健所長の権限に属する事務および

相談指導等に関すること。 

 (７) 難病に関すること（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係

るものを除く。)。 

(８) 原子爆弾被爆者に対する健康診断の実施の通知等に関すること。 

 

東部保健事務所 

戸井支所，恵山支所，椴法華支所および南茅部支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関すること。 

 (２) 定期の予防接種（成人男性の風しん，インフルエンザ，高齢者の肺炎球菌感染症および

新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）に関すること。 

 (３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく保健所長の権限に属する事務および

相談指導等に関すること。 

 (４) 難病に関すること（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係

るものを除く。）。 

 

食肉検査所 

(１) と畜場法に関すること。 

(２) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関すること。 

 

衛生試験所 

(１) 微生物学的な試験検査および調査研究ならびにこれらの指導に関すること。 

(２) 理化学的な試験検査および調査研究ならびにこれらの指導に関すること。 

(３) その他保健衛生に係る試験検査および調査研究ならびにこれらの指導に関すること。 
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５ 保健所関連施設 
 

(1)  函館市総合保健センター 

所在地 函館市五稜郭町２３番１号 

敷 地 ５，７５０．６７㎡ 

             （駐車場７０台，うち身障者用２台） 

   建 物 ７，９８６．９６㎡ 

       （地上４階，塔屋階１階） 

      構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

 

 

(2)  函館市犬猫管理所 

所在地 函館市見晴町３６番地４ 

   敷 地 １，７１２.３９㎡ 

   建 物   １４０.４０㎡ 

   構 造 補強コンクリートブロック造 

 

 

 

(3)  函館市動物愛護管理センター 

所在地 函館市吉川町６番２２号 

   敷 地 １，０４５．７６㎡ 

   建 物   ３６３．００㎡ 

   構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

 

 

(4)  東部保健事務所 

   所在地 函館市新浜町１５６番地１ 

（函館市椴法華支所２階） 

 

 

 

 

(5)  食肉検査所 

所在地 函館市西桔梗町５５５番地５ 

（㈱北海道畜産公社函館工場内） 

建 物   １４０.９４㎡ 

構 造 木造モルタル平屋建 

（㈱北海道畜産公社函館工場から借上） 
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６ 予 算 （一般会計） 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

国　庫
支出金

道支出金 起債
使用料及
び手数料

その他

924,807     78,803      18,859    -             52,080    26,298    748,767  3,971,582    

保健衛生費 924,807     78,803      18,859    -             52,080    26,298    748,767  3,971,582    

保健衛生
総務費

271,088     6,164        18,083    -             3,206      26,298    217,337  223,672       

感染症等
予防費

482,670     20,483      -             -             -             -             462,187  3,697,221    

環境衛生
費

171,049     52,156      776         -             48,874    -             69,243    50,689         

衛生費

款 項 目
令和６年度
当初予算額

財 源 内 訳 （ 令 和 ６ 年 度 分 ）
令和５年度
当初予算額

特 定 財 源
一般財源
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７ 各種協議会・専門委員会 
 

(1) 市立函館保健所感染症診査協議会 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第２４条および市立函館保健所感染

症診査協議会条例に基づき，市長の諮問に応じ，法に基づく入院勧告および入院の期間の延長な

らびに医療費の負担に関する必要な事項の審議を行うため，設置している。 

 

令和５年度 結核部会 ２３回開催 

 

市立函館保健所感染症診査協議会委員（令和６年４月１日現在） 

区 分 公 職 ま た は 役 職 名 結 核 部 会 兼 務
会 長 森 裕 二 函館市医師会会員 ○
副 会 長 蒲 池 匡 文 函館市医師会会員 ○
委 員 小 熊 惠 二 函館市医師会会員 ○

〃 酒 井 好 幸 市立函館病院副院長 ○
〃 川 合 裕 紀 子 北海道退職校長会　北海道退職校長会函館支部元理事 ○
〃 山 内 良 輔 函館弁護士会弁護士 ○

氏 名

 

 

(2) 函館市予防接種健康被害調査委員会 

函館市予防接種健康被害調査委員会運営要綱に基づき，市が実施した予防接種による健康被害

の適正かつ円滑な処理を行うため，設置している。 

 

令和５年度 開催実績なし（書面による調査回数５回） 

 

函館市予防接種健康被害調査委員会（令和６年６月２０日現在） 

区 分 公 職 ま た は 役 職 名
委 員 石 坂 仁 函館市医師会理事

〃 小 葉 松 洋 子 函館市医師会副会長
〃 平 川 賢 史 札幌医科大学助教
〃 山 田 隆 良 市立函館保健所長

氏 名

 

 

(3)  函館市エイズ対策推進協議会 

函館市エイズ対策推進協議会設置要綱に基づき，市における後天性免疫不全症候群（エイズ）

の感染予防およびまん延防止について，関係機関・団体と連携を図り，エイズ対策を総合的に推

進するため，設置している。 

 

令和５年度 １回開催 
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函館市エイズ対策推進協議会委員（令和６年１２月１２日現在） 

区 分 公 職 ま た は 役 職 名
会 長 小 葉 松 洋 子 函館・性と薬物を考える会会長
副 会 長 古 御 堂 徹 北海道高等学校長協会道南支部
委 員 木 田 毅 函館市医師会理事

〃 保 村 毅 北海道赤十字血液センター函館事業所所長
〃 曾 田 大 祐 函館市中学校長会
〃 堤 豊 市立函館病院（エイズ拠点病院）血液内科主任医長
〃 大 岡 裕 子 函館人権擁護委員協議会

氏 名

 

 

(4) 函館市難病対策地域協議会 

難病の患者に対する医療等に関する法律第３２条第１項および函館市難病対策地域協議会設置

要綱に基づき，関係機関・団体と連携を図り，地域の実情に応じた難病患者への支援体制の整備

を図るため，設置している。 

 

   令和５年度 １回開催 

 

函館市難病対策地域協議会委員（令和６年１１月１９日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分 公 職 ま た は 役 職 名
会 長 小 椋 庸 隆 函館市医師会
副 会 長 加 藤 元 康 函館歯科医師会
委 員 堀 内 一 宏 市立函館病院

〃 坂 本 優 子 函館薬剤師会副会長
〃 佐 藤 秀 臣 北海道難病連函館支部長
〃 西 谷 麻 紀 道南訪問看護ステーション連絡協議会
〃 工 藤 篤 志 北海道医療ソーシャルワーカー協会
〃 宮 崎 裕 子 函館市ホームヘルパー連絡協議会
〃 岸 田 理 架 函館市居宅介護支援事業所連絡協議会
〃 深 見 亘 北海道教育庁渡島教育局教育支援課長
〃 渡 部 達 人 函館公共職業安定所統括職業指導官

氏 名


